
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

回覧 

西可児交番 

☎0574-65-3882 
 

① 川で遊ぶときは、子供だけでは遊ばない。 

② 池や沼のフェンスを乗り越えない。 

③ 用水路やため池の近くでは遊ばない。 

④ 川の水が増水しているときは、川に近づかない。 

⑤ 川遊びをするときは保護者の監視下で、ライフジャケットを 

必ず着用すること。 

 

 

夏は川遊びや海水浴など、アウトドアでのレジャーを楽しむ機会が増

える季節です。 

それに伴い、水場での事故が多発する時期でもあります。 

危険をきちんと認識し、計画を立てて行動することが大切です。 

水難事故に遭わないためには、次のことに注意しましょう。 

・市役所職員などを名乗る人物から「保険料の還付金がある。」「ATMで手続きができる。」

などと電話がかかり、個人情報や口座情報（口座番号、暗証番号、残高等）を聞き出す。 

・電話後、犯人は、聞き出した情報をもとに、被害者になりすましてインターネットバン

キングを不正に申し込む。 

（インターネットバンキングとは、パソコンや携帯で振り込み等の手続きができること） 

・その後、インターネットバンキングを利用して、口座から残高を抜き取る。 

 

 

可児警察署管内でも、還付金詐欺のあたり電話が多発しています。 
注意してください！！ 


